
一
頁

児
童
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

改
正
の
趣
旨

我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
行
等
を
踏
ま
え
、
す
べ
て
の
子
育
て
家
庭
に
お
け
る
児
童
の
養
育
を
支
援
す
る

た
め
、
市
町
村
に
お
け
る
子
育
て
支
援
事
業
の
実
施
、
市
町
村
保
育
計
画
の
作
成
等
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
等
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援
の
強
化
を
図
る
こ
と
。

第
二

改
正
の
要
点

一

市
町
村
に
お
け
る
子
育
て
支
援
事
業
の
実
施
等

１

市
町
村
は
、
児
童
の
健
全
な
育
成
に
資
す
る
た
め
、
そ
の
区
域
内
に
お
い
て
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
及
び
子

育
て
短
期
支
援
事
業
並
び
に
次
に
掲
げ
る
事
業
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
子
育
て
支
援
事
業
」
と

い
う
。
）
が
着
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
の
実
施
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
一
条
の
二
十

七
関
係
）

児
童
及
び
そ
の
保
護
者
等
の
居
宅
に
お
い
て
保
護
者
の
児
童
の
養
育
を
支
援
す
る
事
業

(1)

保
育
所
等
に
お
い
て
保
護
者
の
児
童
の
養
育
を
支
援
す
る
事
業

(2)



二
頁

地
域
の
児
童
の
養
育
に
関
す
る
各
般
の
問
題
に
つ
き
、
保
護
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び

(3)
助
言
を
行
う
事
業

２

市
町
村
は
、
子
育
て
支
援
事
業
に
関
し
必
要
な
情
報
の
提
供
を
行
い
、
保
護
者
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該

保
護
者
の
希
望
等
を
勘
案
し
、
当
該
保
護
者
が
最
も
適
切
な
子
育
て
支
援
事
業
の
利
用
が
で
き
る
よ
う
、
相
談
に
応
じ

、
必
要
な
助
言
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
子
育
て
支
援
事
業
の
利
用
に
つ
い
て
あ
っ
せ
ん
又
は
調
整
を
行

い
、
子
育
て
支
援
事
業
を
行
う
者
に
対
し
、
当
該
保
護
者
の
利
用
の
要
請
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
一
条

の
二
十
九
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

３

市
町
村
は
、
２
の
情
報
の
提
供
、
相
談
及
び
助
言
並
び
に
あ
っ
せ
ん
、
調
整
及
び
要
請
の
事
務
を
当
該
市
町
村
以
外

の
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
一
条
の
二
十
九
第
三
項
関
係
）

４

３
の
調
整
等
の
事
務
に
従
事
す
る
者
等
は
、
そ
の
事
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。
（
第
二
十
一
条
の
三
十
関
係
）

二

市
町
村
保
育
計
画
の
作
成
等

１

保
育
の
実
施
へ
の
需
要
が
増
大
し
て
い
る
市
町
村
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以



三
頁

下
「
特
定
市
町
村
」
と
い
う
。
）
は
、
保
育
の
実
施
の
事
業
及
び
主
務
省
令
で
定
め
る
子
育
て
支
援
事
業
そ
の
他
児
童

の
保
育
に
関
す
る
事
業
で
あ
っ
て
特
定
市
町
村
が
必
要
と
認
め
る
も
の
の
供
給
体
制
の
確
保
に
関
す
る
計
画
を
定
め
る

も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
六
条
の
八
第
一
項
関
係
）

２

保
育
の
実
施
へ
の
需
要
が
増
大
し
て
い
る
都
道
府
県
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。

以
下
「
特
定
都
道
府
県
」
と
い
う
。
）
は
、
市
町
村
保
育
計
画
の
達
成
そ
の
他
の
市
町
村
に
お
け
る
保
育
の
実
施
の
事

業
及
び
主
務
省
令
で
定
め
る
子
育
て
支
援
事
業
そ
の
他
児
童
の
保
育
に
関
す
る
事
業
で
あ
っ
て
特
定
都
道
府
県
が
必
要

と
認
め
る
も
の
の
供
給
体
制
の
確
保
に
資
す
る
た
め
、
当
該
供
給
体
制
の
確
保
に
関
す
る
計
画
を
定
め
る
も
の
と
す
る

こ
と
。
（
第
五
十
六
条
の
九
第
一
項
関
係
）

三

そ
の
他

１

都
道
府
県
児
童
福
祉
審
議
会
の
必
置
規
制
に
つ
い
て
、
行
政
処
分
等
に
係
る
事
項
以
外
の
児
童
等
の
福
祉
に
関
す
る

事
項
に
つ
い
て
は
任
意
に
調
査
審
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
緩
和
す
る
こ
と
。
（
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
関

係
）

２

乳
児
院
、
母
子
生
活
支
援
施
設
、
児
童
養
護
施
設
、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
及
び
児
童
自
立
支
援
施
設
の
長
は



四
頁

、
地
域
の
住
民
に
対
し
て
、
児
童
の
養
育
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
及
び
助
言
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と

。
（
第
四
十
八
条
の
二
関
係
）

３

一
の
１
及
び
二
に
お
け
る
主
務
省
令
等
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
五
十
九
条
の
七
関
係
）

４

罰
則
に
つ
い
て
必
要
な
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
（
第
六
十
条
か
ら
第
六
十
二
条
ま
で
関
係
）

５

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

四

施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
三
の
１
に
関
す
る
事
項
は
、
平
成
十
六
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

２

そ
の
他
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


